
No. 資格区分 団体等 氏　　名
条例第2条
第2項該当

1 　鎌倉市医師会 長谷川
ハセガワ

　太郎
タロウ

2 　鎌倉市歯科医師会 山内
ヤマウチ

　由隆
ヨシタカ

3 　鎌倉市薬剤師会 松村
マツムラ

　夕起子
ユキコ

4 　鎌倉市社会福祉協議会施設部会 柏木
カシワギ

　聡
サトシ

5 　社会福祉法人　鎌倉市社会福祉協議会 田中
タナカ

　良一
リョウイチ

6 　鎌倉市民生委員児童委員協議会 平井
ヒライ

　潤子
ジュンコ

7 　かまくらりんどうの会 渡邊
ワタナベ

　武二
タケジ

8 　みらいふる鎌倉 赤井
アカイ

　慶子
ケイコ

9 　NPO法人介護の会まつなみ 峯尾
ミネオ

　武巳
タケミ

10 　松陰大学 渡部
ワタナベ

　月
ツキ

子
コ

11 関係行政機関の職員 　神奈川県鎌倉保健福祉事務所 山岡
ヤマオカ

　明美
アケミ

５号該当

12 　市民委員 手島
テ シ マ

　廉
ヤス

幸
ユキ

13 　市民委員 山本　俊文
ヤマモト トシフミ

14 　市民委員 益田　朋子
マスダ トモコ

公共的団体が
推薦する者

３号該当

学識経験を有する者 ４号該当

市民 ６号該当

鎌倉市高齢者保健福祉計画推進委員会

令和５年（2023年）８月14日～令和６年（2024年）10月31日

医療に関係を有する
団体が推薦する者

１号該当

福祉に関係を有する
団体が推薦する者

２号該当

資料１


